
Information

れ
た
場
合
は
、す
ぐ
に
家
畜
保
健

衛
生
所
か
獣
医
師
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

　　

香
長
支
所
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■
夜
間
・
休
日
の
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
県
庁（
代
表
）

　　

☎
0
8
8
ー
8
2
3
ー
1
1
1
1

高
齢
に
な
り
、
車
の
免
許
証
の
更
新
が
気
に
な
り
ま
す
。
日
々
の
買
い
物
を
ど
う
す
る
か
、
通
院
を
ど
う
す
る
か
な
ど
を
考
え
る
と
返
上
は
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
悩
ま
し
い
で
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

「
暮
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
」
以
前
は
今
の
よ
う
に
広
報
誌
の
中
で
な
く
別
紙
で
配
布
さ
れ
て
い
た
。
別
紙
の
方
が
す
ぐ
壁
な
ど
に
は
れ
て
利
用
し
や
す
い
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　
　

建
退
共
制
度
は
、
建
設
現
場
で

働
く
労
働
者
の
た
め
に「
中
小
企

業
退
職
金
共
済
法
」と
い
う
法
律

に
よ
り
国
が
作
っ
た
退
職
金
制
度

で
す
。事
業
主
の
方
々
が
、建
設
現

場
で
働
く
労
働
者
の
働
い
た
日
数

に
応
じ
て
掛
金
を
充
当
し
、そ
の

労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と

を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
退

職
金
を
支
払
う
と
い
う
、業
界
全

体
で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

■
建
退
共
制
度
の
６
つ
の
特
長

①
国
の
制
度
な
の
で
安
全
確
実

②
勤
め
先
が
変
わ
っ
て
も
、建
退
共

に
加
入
し
て
い
る
企
業
で
あ
れ
ば
退

職
金
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す

③
国
が
掛
金
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

④
掛
金
は
法
人
企
業
の
場
合
は
損

金
、
個
人
企
業
の
場
合
は
必
要
経

費
と
し
て
全
額
算
入
で
き
ま
す

⑤
適
正
に
履
行
し
て
い
る
場
合
は

経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
さ

れ
ま
す

⑥
掛
金
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
電
子
的
に
納
付
可
能

■
電
子
申
請
方
式
で
掛
金
納
付
を

も
っ
と
便
利
に
！

　
　

電
子
申
請
方
式
で
は
、
共
済
証

紙
に
代
わ
る「
退
職
金
ポ
イ
ン
ト
」

を
電
子
申
請
専
用
サ
イ
ト
で
事
前

に
購
入
し
、
就
労
日
数
を
登
録
す

る
こ
と
で
、個
々
の
被
共
済
者
に
掛

金
を
充
当
で
き
ま
す
。ま
た
、共
済

手
帳
の
新
規
申
し
込
み
等
の
手
続

き
も
、オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　　

制
度
説
明
動
画
、Ｑ
＆
Ａ
な
ど
詳

細
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｑ
Ｒ

■
問
い
合
わ
せ

　　

建
設
業
退
職
金
共
済
事
業

　　

高
知
県
支
部
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0
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な
い
こ
と
。

②
煙
火
を
消
費
し
な
い
こ
と
。

③
屋
外
で
火
遊
び
ま
た
は
、
た
き

火
を
し
な
い
こ
と
。

④
屋
外
で
は
、
引
火
性
ま
た
は
爆

発
性
の
物
品
そ
の
他
の
可
燃
物
の

附
近
で
喫
煙
し
な
い
こ
と
。

⑤
山
林
、原
野
等
の
場
所
で
、火
災

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る

と
認
め
て
消
防
長
が
指
定
し
た
区

域
内
で
喫
煙
し
な
い
こ
と
。

⑥
残
火（
た
ば
こ
の
吸
殻
を
含
む
）

取
灰
、ま
た
は
火
紛
を
始
末
す
る

こ
と
。

　
　

ま
た
、
林
野
火
災
警
報
発
令
時

に
お
い
て
上
記「
火
の
使
用
制
限
」

に
従
わ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、

30
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
拘
留

に
処
す
る
こ
と
が
消
防
法
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

併
せ
て
、
た
き
火
を
す
る
際
に

は
、火
災
と
紛
ら
わ
し
い
煙
ま
た
は

火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
の
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
　

そ
の
他
詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

香
南
市
消
防
本
部
予
防
課

　　

☎
55
ー
4
1
4
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火
入
れ
を
行
う
際
は
、
許
可
が

必
要
で
す
。
田
畑
や
畦
畔
な
ど

で「
面
的
」に
火
入
れ
を
行
う
際
に

は
事
前
に
市
の
許
可
が
必
要
で

す
。森
林
法
第
21
条
に
基
づ
き
、本

市
で
は「
香
南
市
火
入
れ
に
関
す

る
条
例
」を
制
定
し
て
い
ま
す
。

　
　

火
入
れ
を
申
請
す
る
方
は
、
火

入
れ
を
開
始
す
る
７
日
前
ま
で
に

農
林
水
産
課
に
許
可
申
請
等
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。面
積
や
火
入

れ
従
事
者
数
な
ど
の
要
件
も
あ
り

ま
す
の
で
、
火
入
れ
を
計
画
す
る

際
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

　
　

令
和
７
年
２
月
26
日
に
岩
手
県

大
船
渡
市
で
発
生
し
た
大
規
模

林
野
火
災
を
受
け
、
林
野
火
災
の

予
防
を
目
的
と
す
る
た
め
に
香
南

市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
が
改

正
さ
れ
ま
す（
令
和
８
年
１
月
１
日

施
行
）
。そ
れ
に
伴
い
、
一
定
の
気

象
条
件
が
揃
っ
た
場
合
、「
林
野
火

災
注
意
報
」
お
よ
び
「
林
野
火
災

警
報
」
が
発
令
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　
　

林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
が
発

令
さ
れ
た
場
合
、次
の「
火
の
使
用

制
限
」が
か
か
り
ま
す
。

①
山
林
、
原
野
等
で
火
入
れ
を
し

香
南
市
火
災
予
防
条
例

一
部
改
正
に
つ
い
て

に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

③
飼
育
施
設
に
は
、
野
鳥
や
野
生

動
物
が
侵
入
し
な
い
よ
う
に
金
網

や
ネ
ッ
ト
（
２
㎝
角
目
以
下
が
目

安
）を
か
け
ま
し
ょ
う
。

④
飼
育
施
設
の
出
入
り
口
で
は
専

用
の
靴
に
履
き
替
え
、
専
用
手
袋

を
着
用
す
る
か
、ア
ル
コ
ー
ル
ス
プ

レ
ー
等
に
よ
る
手
指
の
消
毒
を
行

い
ま
し
ょ
う
。消
毒
液
は
、薬
局
・
薬

店
等
で
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
で

十
分
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
　

飼
育
し
て
い
る
家
き
ん
が
連
続

し
て
死
亡
す
る
等
の
異
状
が
み
ら

　
　

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予

防
に
は
、次
の
よ
う
な
対
策
を
と
り

ま
し
ょ
う
。

①
衛
生
管
理
区
域
に
入
る
時
は
、

専
用
の
服
や
は
き
物
を
身
に
付
け

ま
し
ょ
う
。

②
飼
育
施
設
や
そ
の
周
囲
を
清
潔

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

発
生
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

O
その他その他

other s

火
入
れ
の
許
可
に
つ
い
て

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

令和７年

１２月１日から

高知県最低賃金は

▶ ／
　　高知労働局 賃金室 ☎０８８ー８８５ー６０２４
　　安芸労働基準監督署 ☎０８８７ー３５ー２１２８

《１時間》

1,023円です。

　高知労働局では、県内すべての労働者に適

用される「高知県最低賃金」を改正し、１２月１日

から施行することとしました。

　この決定により、令和７年１２月１日以降分と

して労働者に支払う賃金は、１時間１，０２３円以

上としなければなりません。

71円
UP!働く人も

、雇う人も

確認を忘
れずに。

確確認

●問い合わせ● 市役所市民保険課 ☎５７－８５０６

交通事故や傷害事件などでけがをした場

合の治療費は、本来、加害者（第三者

といいます）が負担するべきものですが、

届け出をすることで、国保を使って治療

を受けることができます。この場合、香南

市国保が一時的に医療費の立替払いを

行い、あとから加害者に費用を請求します。

「

第
三
者
に

　
　

代
わ
っ
て
支
払
い
」

「

第
三
者
に

　
　

代
わ
っ
て
支
払
い
」

「

第
三
者
に

　
　

代
わ
っ
て
支
払
い
」

「

第
三
者
に

　
　

代
わ
っ
て
支
払
い
」

「

第
三
者
に

　
　

代
わ
っ
て
支
払
い
」

「支払い」「支払い」
「請求」「請求」

● 交通事故の場合は「事故証明書」

● 「印かん」　　● 「第三者行為による傷病届」

※市役所窓口またはホームページからもダウンロード可

● 労災事故、故意の事故、法令違反の事故の場合

● けんかや泥酔による負傷の場合

● 届け出をする前に加害者と示談をしていた場合

加害者側と示談をする前に、

国保の窓口にご相談ください。

示談が成立すると、場合によっては

加害者側へ医療費の請求ができなくなり、国保を

使用して治療を受けられなくなることがあります。

!香南香南市（国保）（国保）

「届け出」「届け出」

「治療を受ける」

被保険者

医療機関医療機関 加害加害者（第三者）（第三者）

◆ ◆帯 状 疱 疹 定 期 予 防 接 種

問い合わせ／市役所健康対策課☎５０-３０１１

６５歳 昭和３５年４月２日～昭和３６年４月１日

令和８年３月３１日までに下表の各年齢になる方

生年月日年齢

７０歳 昭和３０年４月２日～昭和３１年４月１日

７５歳 昭和２５年４月２日～昭和２６年４月１日

８０歳 昭和２０年４月２日～昭和２１年４月１日

８５歳 昭和１５年４月２日～昭和１６年４月１日

９０歳 昭和１０年４月２日～昭和１１年４月１日

９５歳 昭和５年４月２日～昭和６年４月１日

１０１歳以上 大正１４年４月１日以前生まれ

１００歳 大正１４年４月２日～大正１５年４月１日

実施期間

接種時に６０歳以上６４歳以下で、ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活が

ほとんど不可能な方（身体障害者手帳１級相当）

※予診票を発行しますので事前にご連絡ください

医
療
機
関
に

持
参
す
る
も
の

●予診票
（対象者①の方には令和７年４月ごろに郵送済み）

※紛失した方は健康対策課にお問い合わせください

●本人を確認できるもの
（運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書等）

▼接種は生ワクチン、組換えワクチンどちらか一方
●生ワクチン（接種回数：１回のみ）３,０００円
●組換えワクチン（接種回数：２回）７,０００円／１回

※生活保護を受給している方は自己負担金の免除

制度があります。接種前に申請が必要です

令和７年４月１日（火）～ 令和８年３月３１日（火）

実施場所

接種回数
・

助成後の
自己負担金

高知県内の委託医療機関 ※要予約

対
象
者
1

対
象
者
2

※今年度対象となる方は、今後の助成対象にはなりません

■組換えワクチンは１回目接種後、通常２か月～６か月

経過後までに２回目を接種します。２回目が実施期間

を超えないよう、１回目は令和８年１月３１日（土）まで

に接種してください。

15２０２６.１ 14 ２０２６.１


